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（参考） 

 

用語の説明 

 

●調査票 

・契約額・契約期間 

契約額 
契約当初の金額 

単価契約や概算契約の場合は、単価に予定数量を乗じた金額 

契約日 当初契約の日 

・契約方法 

特名随意契約 

（特名随契） 

その性質や目的が競争入札に適しないなどを理由に、競争入札の

方法によらず、特定の者を選定し締結する契約方法 

比較見積 
２名以上の者から見積を徴取し、有効な見積のなかから、価格が

最も低いものを採用し、事業者決定する方法 

・契約相手方選定方法 

①法令等 法令等の規定により履行できる者が特定されるもの 

②特殊業務 特定の者でなければ契約の目的を達することができないもの 

③密接不可分 

既設の設備等や既に契約した業務と密接不可分の関係にあり、同

一事業者以外に施工（履行）させた場合著しい支障が生じるおそ

れがあるもの 

④手上げ方式 
多数の契約相手方が必要と認められる場合に履行可能な事業者

全てを契約相手方とするもの 

⑤事業者リスト 
応急業務が求められるとき、災害協定災害協定やあらかじめ作成

した事業者リストに基づき選定するもの 

⑥暫定期間随契 
入札において落札者が決定しなかった場合に契約の相手方が決

定するまでの必要最小限の期間業務をするもの 

⑦密接関連 本工事又は本体業務と密接に関連するもの 

⑧その他 上記以外により契約相手方が選定されているもの 
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・予定価格算定方法 

①積算基準 国や本市の基準に基づいて予定価格が作成されているもの 

②複数下見積 
２名以上の者から徴取した下見積により予定価格が作成されて

いるもの 

③固定価格 図書の購入など、市場価格があらかじめ決まっているもの 

④例年と同等 

特定の１者から徴取した下見積により予定価格が作成されてい

るものだが、過去に同種の物を購入したり、毎年度業務を委託し

たりしているもので、予定価格にほぼ変わりがないもの 

⑤１者提示価格 
④を除き、特定の１者から徴取した下見積により予定価格が作成

されているもの 

⑥見積及び積算 

特定の１者から徴取した下見積による価格と国や本市の基準に

基準に基づく価格により予定価格が作成されたもので、見積によ

る価格の割合が過半数であるもの 

※積算による価格の割合が過半数であるものは、「①積算基準」 

⑦その他 上記以外により予定価格が作成されているもの 

・指示書・承諾書 

指示書・承諾書 

緊急の必要により契約締結を待たずに施工等をさせる場合にお

いて、災害時における契約事務ガイドラインに準じ、指示書・承

諾書をもって行わせる場合 

・審議資料 

①包括審議 

あらかじめ作成した事業者リストに基づいて事業者選定をする

といった契約相手方の選定方法や緊急の必要性等について事前

に包括的に審議を行うこと 

②個別審議 

（緊急性） 

審議資料として、随意契約理由書とは別に、緊急の必要が認めら

れるかについての客観的に証明する根拠資料があること 

※ただし、③の「契約相手方の選定方法」を客観的に証明する根

拠資料はない 

③個別審議 

（選定方法） 

審議資料として、随意契約理由書とは別に、契約相手方の選定理

由を客観的に証明する根拠資料があること 

※ただし、②の「緊急性」を客観的に証明する根拠資料はない 

④個別審議 

（両方あり） 

審議資料として、随意契約理由書とは別に、緊急性と契約相手方

の選定理由を客観的に証明する根拠資料があること 

⑤個別審議 

（両方なし） 

審議資料として、随意契約理由書とは別に、緊急性と契約相手方

の選定理由を客観的に証明する根拠資料がいずれもないこと 

・作業指示日 

作業指示日 
緊急の必要により契約締結を待たずに施工等をさせる場合にお

いて、契約相手方に作業の実施を依頼した日付 
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●地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることが

できる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料

の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲

内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又

は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないものをするとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百

二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援

施設」という。）、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター（以下この号において

「地域活動支援センター」という。）、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条

第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」

という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四

号）第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八

条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において

同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団

体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第

十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困

窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三

条第一項に規定する生活困窮者（以下この号において「生活困窮者」という。）であるも

の（当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資

することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたも

のに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において製作された物

品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる

契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規

模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三

十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシル

バー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通

地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役

務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で

定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母

子・父子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に

規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦



4 

であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則

で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設

から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で

定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でそ

の事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設か

ら普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところに

より普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を

受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる

契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めると

ころにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定め

る手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、

最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うも

のとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更する

ことができない。 

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができると

きに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 
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●地方公営企業法施行令第 21条の 13 第１項各号 

（随意契約） 

第二十一条の十三 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料

の年額又は総額）が別表第一の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の

範囲内において管理規程で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、修理、加工又は納

入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に

適しないものをするとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百

二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援

施設」という。）、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター（以下この号において

「地域活動支援センター」という。）、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条

第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」

という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四

号）第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八

条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において

同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団

体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第

十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困

窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三

条第一項に規定する生活困窮者（以下この号において「生活困窮者」という。）であるも

の（当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資

することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたも

のに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において製作された物

品を当該障害者支援施設等から管理規程で定める手続により買い入れる契約、障害者支

援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に

規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センタ

ー若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の

長の認定を受けた者から管理規程で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及

び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に規定する母

子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地

方公共団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）

が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に

児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を

当該母子・父子福祉団体等から管理規程で定める手続により受ける契約又は認定生活困
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窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自

立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認

定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者で

あるものに係る役務の提供を当該施設から管理規程で定める手続により受ける契約をす

るとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところに

より管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から管

理規程で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新

たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受け

た者から管理規程で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、

最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うも

のとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更する

ことができない。 

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができると

きに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 
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●地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第 11 条第１項各号 

（随意契約） 

第十一条 特定地方公共団体の締結する特定調達契約については、地方自治法施行令第百

六十七条の二第一項（第五号、第八号及び第九号に係る部分に限る。）若しくは地方公営

企業法施行令第二十一条の十三第一項（第五号、第八号及び第九号に係る部分に限る。）

又は前条第十項の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、地方自治法第

二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる。 

一 他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに

類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役

務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。 

二 既に調達をした物品等（以下この号において「既調達物品等」という。）又は既に契約

を締結した特定役務（以下この号において「既契約特定役務」という。）につき、交換部

品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務

に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は

既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は

既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。 

三 特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等（特定

役務を含む。）の調達をする場合 

四 既に契約を締結した建設工事（以下この号において「既契約工事」という。）について

その施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなけ

ればならなくなった追加の建設工事（以下この号において「追加工事」という。）で当該

追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額（この号に掲げる場合に該当し、かつ、随

意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追

加工事の契約金額（当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した

金額）を加えた額とする。）が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達

をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約

工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。 

五 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事（以下この号において「既

契約工事」という。）に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事（以

下この号において「同種工事」という。）の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に

該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工

事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすること

が既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。

ただし、既契約工事の調達契約が第四条から第九条までの規定により締結されたもので

あり、かつ、既契約工事の入札に係る第六条の公告又は第七条第一項の公示においてこの

号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。 

六 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、総務大臣の

定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中
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から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、地方自

治法施行令第百六十七条の二第一項第二号又は地方公営企業法施行令第二十一条の十三

第一項第二号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に

限る。 

２ 特定地方公共団体の締結する特定調達契約につき地方自治法施行令第百六十七条の二

第一項（第八号及び第九号に係る部分に限る。）又は地方公営企業法施行令第二十一条の

十三第一項（第八号及び第九号に係る部分に限る。）の規定により随意契約による場合に

は、地方自治法施行令第百六十七条の二第四項及び地方公営企業法施行令第二十一条の

十三第四項の規定は、適用しない。 

 


